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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則 

 

 

（目 的） 

第１条 この規則は，信用取引・貸借取引規程第９条の規定に基づき，

本所の上場有価証券の制度信用取引に係る配当請求権，株式分割によ

る株式を受ける権利その他の権利の処理に関して必要な事項を定める。 

 

（配当落調整額） 

第２条 現物取引参加者は，制度信用取引を行っている銘柄につき剰余

金の配当（配当財産が金銭であるものに限り，投資信託及び外国投資

信託の受益証券の収益分配並びに投資証券及び外国投資証券の金銭の

分配を含む。）その他の金銭の交付（以下「配当等」という。）が行わ

れた場合は，当該銘柄の発行者の株主（優先出資者，受益者，投資主

及び預託証券の所有者を含む。以下同じ。）に交付される配当等の金額

から配当所得等に対する源泉徴収税額（税法上配当収入とみなされる

金額に対する源泉徴収税額を含む。）相当分を控除した額（以下「配当

落調整額」という。）の金銭を当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日

現在制度信用取引に係る金銭の貸付けを受けている顧客（以下「信用

買顧客」という。）に支払い，制度信用取引に係る株券（優先出資証券

（協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。），投

資信託受益証券，外国投資信託受益証券，受益証券発行信託の受益証

券，外国受益証券発行信託の受益証券（外国法人の発行する証券又は

証書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。），投

資証券，外国投資証券及び外国株預託証券（外国法人の発行する株券

（以下「外国株券」という。）に係る権利を表示する預託証券をいう。

以下同じ。）を含む。）の貸付けを受けている顧客（以下「信用売顧客」

という。）から徴収する。 
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２ 現物取引参加者は，外国株券（外国株預託証券及び外国株信託受益

証券（金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号）第２条の３第３

号に規定する有価証券信託受益証券のうち，同号に規定する受託有価

証券が外国株券であるものをいう。以下同じ。）を含む。）に係る制度

信用取引を行っている銘柄につき株式配当その他株式の分配が行われ

た場合は，別表「権利処理価額算出に関する表」により算出した配当

株式又は分配株式（以下「配当株式等」という。）に相当する額の金銭

を信用買顧客に支払い，信用売顧客から徴収する。 

３ 前項の規定による金銭の授受は，当該銘柄の発行者が配当等の交付

を開始した日（以下「配当交付日」という。）以後遅滞なく行うものと

する。 

 

（予想配当落調整額の金銭の預託） 

第３条 現物取引参加者は，前条の規定により信用売顧客から配当落調

整額又は配当株式等に相当する額の金銭の引渡しを受けることとなっ

た場合において必要と認めるときは，配当交付日以前において予想配

当落調整額又は配当株式等に相当する額の金銭を信用売顧客から預託

させることができる。 

 

（株式分割等による株式を受ける権利等） 

第４条 現物取引参加者は，制度信用取引を行っている銘柄につき，株

式分割等による株式を受ける権利（株式分割（優先出資の分割，受益

権の分割及び投資口の分割並びに外国株預託証券に係るこれらと同じ

性質を有するものを含む。以下同じ。）による株式（優先出資，受益権

及び投資口並びに外国株預託証券に表示される権利を含む。以下同

じ。）を受ける権利，株式無償割当て（外国株預託証券及び外国株信託

受益証券に係るこれと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。）によ

る株式を受ける権利及び会社分割による株式を受ける権利をいう。以
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下同じ。），新株予約権（株主に割り当てられたものに限り，株式の割

当てを受ける並びに優先出資，権利新受益権及び外国株預託証券に表

示される権利の割当てを受ける権利を含む。以下同じ。）又は新株予約

権の割当てを受ける権利が付与された場合は，別表「権利処理価額算

出に関する表」により算出した当該株式分割等による株式を受ける権

利，新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利の価額（以下「権

利処理価額」という。）に相当する額の金銭を当該銘柄の株式分割等に

よる株式を受ける権利，新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける

権利の割当期日現在の信用買顧客に支払い，信用売顧客から徴収する。 

２ 前項の規定により信用買顧客に支払う金銭は，当該制度信用取引に

ついて貸し付けている買付代金から差し引き，信用売顧客から徴収す

る金銭は，当該制度信用取引の担保となっている売付代金から差し引

くことにより処理するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず，制度信用取引を行っている銘柄につい

て株式分割による株式を受ける権利又は株式無償割当てによる株式を

受ける権利（制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株

式が付与される場合に限る。）が付与された場合（当該株式分割又は株

式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日が，

当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日である場合に限る。）で，

業務規程第15条の規定に基づき本所が定める売買単位の数量の整数倍

の数の新株式（自己株式が交付される場合の当該自己株式を含む。以

下同じ。）が割り当てられたときは，買付有価証券及び売付有価証券の

数量は，当該数量を当該新株式割当率に１を加えた数を乗じた数量に

調整し，買付価格及び売付価格は，当該価格に当該新株式割当率に１

を加えた数で除した額に調整することにより処理するものとする。こ

の場合において，調整後の買付価格又は売付価格に円位未満の端数が

生じたときは，新株式の買付価格又は売付価格は，当該端数を切り捨

てた価格とし，当該株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式
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の買付価格又は売付価格は，調整前の買付価格又は売付価格から当該

新株式の買付価格又は売付価格に新株式割当率を乗じた額を差し引い

た価格とする。 

４ 権利落後に制度信用取引を継続する場合において，買付価格又は売

付価格から権利処理価額を差し引いた額及び買付価格又は売付価格に

新株式割当率に１を加えた数で除した額が１円未満となるときは，こ

れが１株（優先出資証券，投資信託受益証券，投資証券及び外国株信

託受益証券の場合には１口，外国株預託証券の場合には１証券）当た

り１円となるようその差額を信用買顧客に交付し，信用売顧客から徴

収する。 

５ 第１項の規定にかかわらず，付与された権利の内容につき，当該権

利の行使条件，譲渡性，換金可能性その他の事情を勘案して，権利の

処理を行うことが適当でないと本所が認める場合は，権利の処理を行

わないものとする。 

 

（新株式等の引受け） 

第５条 前条の規定にかかわらず，制度信用取引を行っている銘柄につ

いて株式分割等による株式を受ける権利が付与された場合（前条第３

項に規定する処理が行われた場合を除く。）において，割り当てられた

新株式のうち，業務規程第15条の規定に基づき本所が定める売買単位

（当該新株式の発行者が発行する株券が本所又は国内の他の金融商品

取引所に上場されている銘柄でない場合にあっては，１単位（１単位

は，単元株式数（会社法（平成17年法律第86号）第２条第20号に規定

する単元株式数をいう。）を定める場合には当該単元株式数をいい，単

元株式数を定めない場合には１株をいい，優先出資証券及び外国株信

託受益証券にあっては１口をいい，外国株預託証券にあっては１証券

をいう。）とする。以下同じ。）の整数倍の数の新株式について信用買

顧客がその引受けを希望し，かつ，現物取引参加者がこれに応じるこ
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とができるときは，現物取引参加者は，新株式を移転することにより

処理することができるものとする。 

２ 前条の規定にかかわらず，制度信用取引を行っている銘柄について

新株予約権（譲渡制限新株予約権を除く。）が付与された場合において，

割り当てられた新株式のうち，業務規程第15条の規定に基づき本所が

定める売買単位の整数倍の数の新株式について信用買顧客がその引受

けを希望し，かつ，現物取引参加者がこれに応じることができるとき

は，現物取引参加者は，新株予約権を移転し，又は当該信用買顧客か

ら新株式払込金をあらかじめ徴収したうえ，新株式を移転することに

より処理することができるものとする。 

３ 前条の規定にかかわらず，制度信用取引を行っている銘柄について

新株予約権の割当てを受ける権利（譲渡制限新株予約権に係るものを

除く。）が付与された場合において，割り当てられた新株予約権につい

て信用買顧客がその引受けを希望し，かつ，現物取引参加者がこれに

応じることができるときは，現物取引参加者は，新株予約権を移転す

ることにより処理することができるものとする。 

４ 前３項の規定により現物取引参加者が新株式又は新株予約権を移転

することとなった場合は，現物取引参加者は，当該信用買顧客から権

利処理価額に相当する額の金銭を徴収し，当該制度信用取引について

貸し付けている買付代金の額から当該金額を差し引くものとする。 

５ 権利落後に制度信用取引を継続する場合において，買付価格から権

利処理価格を差し引いた額及び買付価格に新株式割当率に１を加えた

数で除した額が１円未満となる銘柄については，これが１株（優先出

資証券，投資信託の受益証券，投資証券及び外国株信託受益証券の場

合には１口，外国株預託証券の場合には１証券）当たり１円となるよ

う，その差額を信用買顧客に支払うものとする。 

 

（引受権価額に相当する額の金銭の授受の日） 



- 6 - 

第６条 前２条の規定による引受権価額に相当する額の金銭の授受（計

算上の処理を含む。）の日は，当該銘柄の権利付売買最終日における売

買の決済日の翌日（休業日に当たるときは，順次繰り下げる。）とする。 

 

（新株式等の授受の日） 

第７条 第５条第１項から第３項までの規定による新株式又は新株予約

権の授受は，当該銘柄の発行者が新株式又は新株予約権の交付を開始

した日以後遅滞なく行うものとする。 

 

（振替決済による新株予約権の授受） 

第８条 第５条第２項の規定による新株予約権の授受は，新株予約権証

券が本所に上場されている場合においては，これを振替決済により行

うものとする。 

 

（議決権その他の権利等） 

第９条 本所の上場有価証券の制度信用取引においては，株主総会（投

資主総会を含む。）の議決権，株主帳簿閲覧権，株主優待券等について

は，これを権利として処理を行わないものとする。 

 

（権利処理の特例） 

第10条 本所は，この規則に定めのない制度信用取引に係る権利の割当

て又は剰余金の配当等があった場合及びこの規則に基づく権利の処理

又は剰余金の配当等の調整が特に適当でないと認める場合は，当該権

利処理についてその都度これを定める。 

 

（準用規定） 

第11条 第２条から前条までの規定は，先物取引等取引参加者，ＩＰＯ

取引参加者及びジャスダック取引参加者について準用する。この場合
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において，第２条から第５条までの規定中「現物取引参加者」とある

のは「先物取引等取引参加者」，「ＩＰＯ取引参加者」又は「ジャスダ

ック取引参加者」と，それぞれ読み替えるものとする。 

 

 

付 則 

この規則は，平成15年１月14日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成15年４月２日から施行する。 

付 則 

  この規則は，本所の定める日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成18年１月４日から施行し，平成18年５月31日以後

の日を基準日とする株式分割について適用する。 

付 則 

  この規則は，平成18年５月１日から施行する。ただし，改正後の第

４条第３項の規定は，同年５月31日以後の日を基準日とする株式分割

又は株式無償割当てから適用する。 

付 則 

  この規則は，平成18年10月１日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成19年９月30日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成20年４月14日から施行する。 

付 則 

  この規則は，平成21年１月５日から施行する。 
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付 則 

  この規則は，平成22年10月12日から施行する。 

付 則 

この規則は，平成23年８月１日から施行する。 

付 則 

この規則は，平成25年１月１日から施行する。 
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別表 権利処理価額算出に関する表 

１ 貸借取引の権利処理のために大阪証券金融株式会社（以下「大証金」

という。）がその銘柄について株式分割等による株式を受ける権利，新

株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利（以下「割当新株式等」

という。）の売入札を行う場合 

 

         ×新株式割当率 

 

 

２ 貸借取引の権利処理のために大証金がその銘柄について割当新株式

等の買入札を行う場合 

 

        ×新株式割当率 

 

 

３ 貸借取引の権利処理のために大証金がその銘柄について割当新株式

等の売入札又は買入札を行わない場合 

(1) 株式分割による株式を受ける権利，株式無償割当てによる株式を

受ける権利（制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の

株式が割り当てられる場合），新株予約権（制度信用取引を行ってい

る銘柄の株式と同一の種類の株式を目的とする場合）又は新株予約

権の割当てを受ける権利（制度信用取引を行っている銘柄の株式と

同一の種類の株式を目的とする新株予約権を取得する場合） 

 

 

 

 

 

割当新株式等処分総代金  

落札割当新株式等の数  

割当新株式等買入総代金  

落札割当新株式等の数  

旧株券

の権利

付売買

最終日

の最終

値段  

－  

旧株券の権利

付売買最終日

の最終値段  
＋

新株

式  
払込

×
新株

式  

１＋新株式割当率  
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(2) 株式無償割当てによる株式を受ける権利（制度信用取引を行って

いる銘柄の株式と異なる種類の株式が割り当てられる場合），新株予

約権（制度信用取引を行っている銘柄の株式と異なる種類の株式を

目的とする場合）又は新株予約権の割当てを受ける権利（制度信用

取引を行っている銘柄の株式と異なる種類の株式を目的とする新株

予約権を取得する場合） 

ａ 権利落の期日において当該異なる種類の株式に係る株券（以下

「割当株券」という。）が国内の金融商品取引所に上場されている

場合 

 （旧株券の権利付売買最終日の割当株券最終値段―新株式払込

額）× 新株式割当率 

ｂ 前ａ以外の場合 

 旧株券の権利付売買最終日の最終値段―旧株券の権利落の期日の

午前立会の１株当たりの平均売買代金 

(3) 会社の分割による株式を受ける権利 

ａ 権利落の期日において承継会社株券（分割により事業を承継す

る会社が発行する株券をいう。以下同じ。）が国内の金融商品取引

所に上場されている場合 

分割会社株券（分割を行う会社が発行する株券をいう。以下同じ。）

の権利付売買最終日の承継会社株券最終値段 × 新株式割当率 

ｂ 前ａ以外の場合 

分割会社株券の権利付売買最終日の最終値段 － 分割会社株券

の権利落の期日の午前立会の１株当たりの平均売買代金 

(4) 配当株式等 

ａ 貸借取引の権利処理のために大証金がその銘柄について配当

株式等の処分を行う場合 

 大証金が売却処分して得た額に相当する額 

ｂ 前ａ以外の場合 
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 当該銘柄の権利付売買最終日の最終値段－当該銘柄の権利落の期

日の午前立会の１株当たりの平均売買代金 

 

（注） 

１ 落札割当新株式等の数には，大証金が入札以外の方法により売買単位に

満たない数の新株式の割当新株式等を処理した場合の当該割当新株式等

の数を含むものとし，割当新株式等処分総代金及び割当新株式等買入総代

金には，大証金が入札以外の方法により売買単位に満たない数の新株式の

割当新株式等を処理した場合の当該処理代金を含むものとする。 

２  新株予約権の割当てを受ける権利の価額を算出する場合においては，

「新株式払込額」は，「新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使に際

して払込みをすべき金額の合計額の１株当たりの額」と読み替える。 

３ 旧株券及び分割会社株券の権利付売買最終日の最終値段並びに旧株券

又は分割会社株券の権利付売買最終日の割当株券等又は承継会社株券の

最終値段については，その日に約定値段がない場合又は本所が市場情勢の

推移等により終値により難いと認める場合は，本所の最終特別気配値段等

を勘案して本所がその都度定める価格とする。 

４ 算出した権利処理価額に銭位未満の端数が生じた場合には，これを四捨

五入する。ただし，当該銘柄の売買単位の株式の数を乗じて得た金額につ

いて円位未満の端数が生じる場合には，算出した権利処理価額に売買単位

の株式の数を乗じて得た金額について生じる円位未満の端数を四捨五入

し，これを売買単位の株式の数で除して得た金額を権利処理価額とする。 

５ ３(2)ｂ及び(3)ｂ中，「午前立会の１株当たりの平均売買代金」とある

のは，旧株券又は分割会社株券に権利落の期日の午前立会において約定値

段がない場合には「午後立会の１株当たりの平均売買代金」と，権利落ち

の期日において約定値段がない場合には「最終特別気配値段等」と読み替

える。ただし，権利落の期日において約定値段及び最終特別気配値段等が

ない場合には「旧株券の権利落の期日の午前立会の１株当たりの平均売買

代金」及び「分割会社株券の権利落の期日の午前立会の１株当たりの平均
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売買代金」とあるのは，それぞれ「本所がその都度定める値段」とする。 

６ ３(2)ｂ及び(3)ｂにより算出された価額が０円未満となる場合は，権利

処理価額は０円とする。 

７ 本表に定めのない事項については，本所がその都度定める。 

 


